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制 度 名 予防接種事故対策費負担（補助）金 
主管課名 

感染症対策課 

予防・対策 G 

問合せ先 029-301-3219 

目的・趣旨 
予防接種により健康被害を受けた者に対し、予防接種法に基づき市町村が

その救済のために実施する給付の一部を負担。 

〔対象団体〕 

 市町村 

 

 

〔対象事業〕 

(1)予防接種健康被害者に対し、予防接種法第 15条第１項に基づく医療費、医療手当、

障害児養育年金、障害年金等について、市町村が支出する経費に対して一部負担する。 

（費用負担：市町村 1/4、県 1/4、国 1/2、補助対象期間：毎年 1月～12月分） 

(2)健康被害が発生した場合、該当市町村が医学的見地から行う調査活動事業を補助す

る。 

 

 

〔補助要件等〕 

予防接種法に基づく定期予防接種による健康被害に係る救済について、市町村が予防接

種健康被害調査委員会を開催する。調査結果について、都道府県を経由し、当該予防接種

と因果関係がある旨を、国の疾病・障害認定審査会に諮問する。厚生労働大臣が認定した

場合、市町村長は健康被害に対する給付を行う。その際、国が 1/2、都道府県が 1/4 を負

担する。 

 

 

〔対象経費〕 

給付の内容は以下のとおり。 

医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料、介護加算 

 

 

〔補助限度額等〕 

 － 

 

 

〔経費負担割合〕 

区   分 国 県 市町村 その他 

事業実施主体:市町村 1/2 1/4 1/4 － 

〔4 年度当初予算額〕 

35,488 千円 

〔4年度補助対象団体〕 

令和 4年 11 月頃決定予定 

〔備考〕 

 

 


